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本市における介護人材確保等の取組経過 
  
  
１．庄原市の現状 

 

 

 

 

 

 

２．庄原市の介護人材を取り巻く現状 

■ 介護人材の確保に課題 

平成 27 年に、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社により行われた調査による 

と、令和５年において、庄原市において現在の介護サービスを維持するために必要な介護職 

員は、居宅系サービスを中心に常勤換算で 161 人不足すると見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 27年に庄原市が実施した別の調査では、市内の介護サービスを運営する 17 法 

人中 15 法人で、「事業運営に必要な有資格者は確保できている」との回答であったものの、 

今後５年間の介護人材の確保については、10法人が「人材確保が困難と予測され、事業運営 

に影響が懸念される」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総人口  ： 34,559 人   
■高齢者人口： 10,150 人 
■高齢化率 ： 43.0％ 

＜令和２年３月 31 日現在 住民基本台帳より＞ 

 
■要介護・要支援認定者数： 3,415 人 
■要介護認定率     ： 22.7％ 

＜令和２年３月分 介護保険事業状況報告より＞ 

令和２年度 行政評価資料 

（生活福祉部高齢者福祉課） 
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３．庄原市の主な取組 

（１）介護人材確保事業補助金の交付（平成 28年度～） 

【目的】 市内の介護事業所で就労している者の資格取得のための研修受講費を助成し、

介護人材の質の向上と人材の確保・定着を図る。 

【概要】 介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、引き続き市内の介護事業所 

    で３ヶ月以上就労している者に対し、研修受講費用の一部を補助する。 

初任者研修  30,000 円を上限に、受講費用の１／２ 

実務者研修  50,000 円を上限に、受講費用の１／２ 

 

（２）総合事業における「基準緩和型サービス」の導入（平成 29 年度～） 

【目的】 介護予防・生活支援サービス事業の実施にあたり、通所サービス及び訪問サ

ービスについて、基準緩和型サービスを導入し、有資格者以外の者も介護サー

ビスに従事できることとし、介護人材を確保する。 

【概要】 市が定める指定基準により、基準緩和型サービスについては、市が実施する 

    研修を修了した「介護サポーター」によるサービス提供を可能とする。 

 

（３）「庄原市介護人材確保等協議会」による取組（平成 30年度～） 

【目的】 市民の安心のために、市内で介護保険サービス事業所を運営する法人が連携 

    して、介護人材の確保・育成・定着に向けた効果的な事業を実施するとともに、 

介護の仕事について、市民の理解・関心を高めることを目的として平成 30年５ 

月に設立。 

【構成員】 市内で介護保険サービス事業を運営する法人（18法人）・庄原市 

※希望する法人のみ 

 

（４）多職種連携研修会の開催等（平成 28 年度～） 

【目的】 在宅医療・介護に関わる多様な職種の専門職が集まり、それぞれの職種が果

たす役割や、連携の重要性についての認識を共通化するとともに、顔の見える

関係をつくり、連携の実践につなげる。 

【内容】 講演会、リレートーク等の実施・参加 






